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（部門別整備方針）土地利用方針の改定について 

 

 現行計画の土地利用方針は、「土地利用形態」と「建物形態」が組み合わされた複雑な構

成となっている。見直しにあたっては、わかりやすい方針とするため、土地利用形態のみ

で土地利用の大きな方向性を示すこととする。 

 台東区の土地利用は、上野や浅草といった商業に特化したエリアや、谷中・根岸といっ

た住宅が中心といったエリアなどの土地利用の方向性が明確なエリアを除くと、それ以外

は、台東区の歴史的な市街地形成を代表する住・商・工の複合した土地利用となっている。

その複合地については、現行計画では 5 つに細分化されているが、土地利用の方向性をシ

ンプルかつ明確に示すことを考慮し、これらの複合地を下記のように再整理し検討する。 

 建物形態（高さ）については、土地利用区分では細分化せず、別途、地域別方針等にお

いて検討、記述することとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土地利用形態１０区分 建物形態５区分 

①商業地 

②業務地 

⑥作業所・住宅複合地※ 

⑧住宅地（１） 

⑨住宅地（２） 

⑩公園・緑地 

③商業・業務複合地 

④店舗・住宅複合地 

⑤事務所・住宅複合地 

⑦複合市街地 

①高層地（概ね 8階程度以上） 

②中・高層地（概ね５～８階程度） 

③中層地（概ね 5階程度） 

④中・低層地（概ね３～５階程度） 

⑤低層地（概ね３階以下） 

（改定アウトプット） 

地域別整備方針 

〇〇地域整備方針図 

に反映 

（改定アウトプット） 

部門別整備方針 

土地利用方針図 

（現行計画） 

部門別整備方針 

土地利用方針図 

複合地について、 

以下の条件で分類 

現況や将来像に合わせて、 

個別・即地的に仕訳 

現行計画 

参考資料２ 

※作業所・住宅複合地については、

台東区の産業まちづくりなどの観

点から、方向性の明確な土地利用

として、土地利用区分として残す。 

指定容積率 600％以上 指定容積率 600％未満 

沿道型複合地 

（幹線道路沿道にマンションやオ

フィス・店舗等が高密度に立地） 

一般複合市街地 

（アンコ型複合地） 

土地利用形態×建物形態 

 （用途）  （高さ） 

＝２４区分 
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土地利用方針図の改定方法の検討 

複合地の見直し（改定ベース案）と次段階の詳細見直しの方向性について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現行計画の土地利用形態区分をもとに複合地を条件により仕訳し直した区分例 

指定容積率により 

４区分⇒２区分 

に分類 

（※現行計画） （※改定ベース区分案） 

浅草寺からの 

眺望を意識 

する必要性 

近隣商店街 

の取り扱い

方法の検討 

都市計画道路の

見直しに合わせ

た方針の必要性 

広域総合拠点

にふさわしい

方針の必要性 

：重点地区候補 

（フォローアップ調査をもとに作成） 

※地区の境界は仮に設定したものであり、今後の 

まちづくりの検討過程において変更する可能性がある。 

個別のまちづくり

や地区整備の方向

性に合わせて土地

利用の方針を検討 

拠点をつな

ぐ軸として

の性格づけ 

学校跡地活用の

方向性検討にあ

わせて要検証 

(土地利用形態) 
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【参考】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

容積率(資料：台東区都市計画図 台東区都市計画課 平成 25年度) 

現行都市計画マスタープラン土地利用方針図 


